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◎

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
（
抄
）

（
附
則
第
八
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
年
金
特
別
会
計
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
に
関
す
る
経
理
）

（
年
金
特
別
会
計
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
に
関
す
る
経
理
）

第
三
十
一
条
の
二

（
略
）

第
三
十
一
条
の
二

（
略
）

第
三
十
一
条
の
三

平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す

（
新
設
）

る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
）
に
よ
る
子
ど
も
手
当
に
関
す
る

政
府
の
経
理
は
、
年
金
特
別
会
計
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
け
る
第
百
八
条
、
第
百
十
条
、
第
百
十
一
条
第
六
項
及
び
第
七
項
、
第
百
十

二
条
、
第
百
十
三
条
第
四
項
、
第
百
十
四
条
第
八
項
、
第
百
十
八
条
、
第
百
十

九
条
、
第
百
二
十
条
第
二
項
、
第
百
二
十
一
条
並
び
に
第
百
二
十
三
条
第
一
項

及
び
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
百
八
条
中
「
よ
る
児
童
手
当
」

と
あ
る
の
は
「
よ
る
児
童
手
当
及
び
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当

の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
。
以
下
「
平
成

二
十
三
年
度
子
ど
も
手
当
支
給
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
子
ど
も
手
当
」
と
、

第
百
十
条
中
「
児
童
手
当
勘
定
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
手
当
及
び
子
ど
も
手
当

勘
定
」
と
、
第
百
十
一
条
第
六
項
中
「
児
童
手
当
勘
定
」
と
あ
る
の
は
「
児
童

手
当
及
び
子
ど
も
手
当
勘
定
」
と
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
拠
出
金
」
と
あ
る
の

は
「
拠
出
金
並
び
に
平
成
二
十
三
年
度
子
ど
も
手
当
支
給
法
第
二
十
条
第
一
項

、
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
児
童
手
当
法
第
二
十
条
第

一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
か
ら
の
拠
出
金
」
と
、
同
項
第
二

号
イ
中
「
児
童
手
当
交
付
金
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
手
当
交
付
金
及
び
子
ど
も
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手
当
交
付
金
」
と
、
同
号
ニ
中
「
児
童
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
手
当
及
び

子
ど
も
手
当
」
と
、
同
条
第
七
項
第
一
号
ホ
中
「
児
童
手
当
勘
定
」
と
あ
る
の

は
「
児
童
手
当
及
び
子
ど
も
手
当
勘
定
」
と
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
徴
収
」
と

あ
る
の
は
「
徴
収
並
び
に
平
成
二
十
三
年
度
子
ど
も
手
当
支
給
法
第
二
十
条
第

一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
児
童
手
当
法
第
二
十

条
第
一
項
第
一
号
の
事
業
主
か
ら
の
拠
出
金
の
徴
収
」
と
、
第
百
十
二
条
中
「

児
童
手
当
勘
定
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
手
当
及
び
子
ど
も
手
当
勘
定
」
と
、
第

百
十
三
条
第
四
項
中
「
児
童
手
当
勘
定
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
手
当
及
び
子
ど

も
手
当
勘
定
」
と
、
「
執
行
に
要
す
る
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
執
行
に
要
す
る

費
用
並
び
に
平
成
二
十
三
年
度
子
ど
も
手
当
支
給
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定

す
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
要
す
る
費
用
（
平
成
二
十
三
年
度
子
ど
も
手
当
支

給
法
第
二
十
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
児
童
手
当
又
は
児
童

手
当
法
附
則
第
七
条
第
一
項
の
給
付
と
み
な
さ
れ
る
部
分
の
支
給
に
要
す
る
費

用
を
含
む
。
）
並
び
に
平
成
二
十
三
年
度
子
ど
も
手
当
支
給
法
第
十
七
条
第
三

項
に
規
定
す
る
子
ど
も
手
当
に
関
す
る
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
」
と
、
第

百
十
四
条
第
八
項
中
「
徴
収
」
と
あ
る
の
は
「
徴
収
並
び
に
平
成
二
十
三
年
度

子
ど
も
手
当
支
給
法
第
二
十
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

適
用
さ
れ
る
児
童
手
当
法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
の
事
業
主
か
ら
の
拠
出
金

の
徴
収
」
と
、
「
児
童
手
当
勘
定
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
手
当
及
び
子
ど
も
手

当
勘
定
」
と
、
第
百
十
八
条
の
見
出
し
中
「
児
童
手
当
勘
定
」
と
あ
る
の
は
「

児
童
手
当
及
び
子
ど
も
手
当
勘
定
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
児
童
手
当
勘
定
」

と
あ
る
の
は
「
児
童
手
当
及
び
子
ど
も
手
当
勘
定
」
と
、
「
及
び
」
と
あ
る
の

は
「
及
び
子
ど
も
手
当
交
付
金
並
び
に
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
児
童
手
当
勘

定
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
手
当
及
び
子
ど
も
手
当
勘
定
」
と
、
同
条
第
三
項
中

「
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
子
ど
も
手
当
交
付
金
並
び
に
」
と
、
「
児
童
手

当
勘
定
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
手
当
及
び
子
ど
も
手
当
勘
定
」
と
、
第
百
十
九
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条
中
「
児
童
手
当
勘
定
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
手
当
及
び
子
ど
も
手
当
勘
定
」

と
、
第
百
二
十
条
第
二
項
第
四
号
中
「
児
童
手
当
勘
定
」
と
あ
る
の
は
「
児
童

手
当
及
び
子
ど
も
手
当
勘
定
」
と
、
「
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
項
並
び

に
平
成
二
十
三
年
度
子
ど
も
手
当
支
給
法
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び

に
平
成
二
十
三
年
度
子
ど
も
手
当
支
給
法
第
二
十
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
児
童
手
当
法
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項

並
び
に
平
成
二
十
三
年
度
子
ど
も
手
当
支
給
法
第
二
十
条
第
二
項
、
第
四
項
及

び
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
児
童
手
当
法
附
則
第
七
条
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
二
項
」
と
、
第
百
二
十
一
条
並
び
に
第
百
二

十
三
条
第
一
項
及
び
第
四
項
中
「
児
童
手
当
勘
定
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
手
当

及
び
子
ど
も
手
当
勘
定
」
と
す
る
。

（
年
金
特
別
会
計
に
お
け
る
特
別
保
健
福
祉
事
業
に
関
す
る
経
理
）

（
年
金
特
別
会
計
に
お
け
る
特
別
保
健
福
祉
事
業
に
関
す
る
経
理
）

第
三
十
二
条

（
略
）

第
三
十
二
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）
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◎

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
（
抄
）

（
附
則
第
九
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
適

（
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
適

用
さ
れ
る
児
童
手
当
法
の
特
例
）

用
さ
れ
る
児
童
手
当
法
の
特
例
）

第
八
条
の
二

（
略
）

第
八
条
の
二

（
略
）

（
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
り

適
用
さ
れ
る
児
童
手
当
法
の
特
例
）

第
八
条
の
三

平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
法

（
新
設
）

律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
）
第
二
十
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
児
童
手
当
法
第
二
十
条
の
拠
出
金
に
関
す
る

第
百
五
十
九
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
第
二
十
条
」
と

あ
る
の
は
、
「
第
二
十
条
（
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
）
第
二
十
条
第
一
項
、

第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
す
る

。（
都
道
府
県
単
位
保
険
料
率
の
算
定
の
特
例
等
）

（
都
道
府
県
単
位
保
険
料
率
の
算
定
の
特
例
等
）

第
八
条
の
四

（
略
）

第
八
条
の
三

（
略
）
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◎

船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
（
抄
）

（
附
則
第
十
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
適

（
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
適

用
さ
れ
る
児
童
手
当
法
の
特
例
）

用
さ
れ
る
児
童
手
当
法
の
特
例
）

第
八
条
の
二

（
略
）

第
八
条
の
二

（
略
）

（
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
り

適
用
さ
れ
る
児
童
手
当
法
の
特
例
）

第
八
条
の
三

平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
法

（
新
設
）

律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
）
第
二
十
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
児
童
手
当
法
第
二
十
条
第
一
項
の
拠
出
金
に

関
す
る
第
百
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
第
二
十
条
第
一

項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
十
条
第
一
項
（
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど

も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
）
第
二

十
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む

。
）
」
と
す
る
。

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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◎

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）

（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
）

備
考

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る
法

備
考

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る
法

律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

法

律

事

務

法

律

事

務

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

平
成
二
十
二
年
度

こ
の
法
律
（
第
二
十
三
条
及
び
第
三
十
条
を
除
く
。
）

平
成
二
十
二
年
度

こ
の
法
律
（
第
二
十
三
条
及
び
第
三
十
条
を
除
く
。
）

に
お
け
る
子
ど
も

の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

に
お
け
る
子
ど
も

の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

手
当
の
支
給
に
関

る
事
務
（
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

手
当
の
支
給
に
関

る
事
務
（
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

す
る
法
律
（
平
成

ら
れ
た
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
十
三

す
る
法
律
（
平
成

ら
れ
た
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
十
三

二
十
二
年
法
律
第

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
処

二
十
二
年
法
律
第

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
処

十
九
号
）

理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
を
含
む
。
）

十
九
号
）

理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
を
含
む
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

平
成
二
十
三
年
度

こ
の
法
律
（
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
及
び

（
新
設
）

に
お
け
る
子
ど
も

第
三
十
四
条
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処

手
当
の
支
給
等
に

理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
第
十
六
条
第
一
項

関
す
る
法
律
（
平

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
六
条
第
一
項
、
第

成
二
十
三
年
法
律

七
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都

第

号
）

道
府
県
又
は
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

事
務
を
含
む
。
）



- 7 -

◎

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
（
抄
）

（
附
則
第
十
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
子
ど
も
手
当
に
要
す
る
経
費
に
係
る
特
例
）

（
子
ど
も
手
当
に
要
す
る
経
費
に
係
る
特
例
）

第
三
十
九
条

平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律

第
三
十
九
条

平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
九
号
）
又
は
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も

（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
九
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
第

手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
）
の
規
定

十
条
第
十
五
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
児
童
手
当
」
と
あ
る

が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
第
十
条
第
十
五
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

の
は
、
「
児
童
手
当
及
び
子
ど
も
手
当
」
と
す
る
。

、
同
号
中
「
児
童
手
当
」
と
あ
る
の
は
、
「
児
童
手
当
及
び
子
ど
も
手
当
」
と

す
る
。
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◎

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
（
抄
）

（
附
則
第
十
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
に
関
す

（
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
に
関
す

る
特
例
）

る
特
例
）

第
八
条

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

第
八
条

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
お
け
る
第
七
条
第
十
一
号
の
二
、
第
二
十
九
条
の
二
及
び
第
三
十
一
条
第

間
に
お
け
る
第
七
条
第
十
一
号
の
二
、
第
二
十
九
条
の
二
及
び
第
三
十
一
条
第

三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
児
童
手
当
の
」
と
あ
る
の
は
「

三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
第
十
一
号
の
二
中
「
児
童
手
当
の

子
ど
も
手
当
の
」
と
、
「
児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）

」
と
あ
る
の
は
「
子
ど
も
手
当
の
」
と
、
「
児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
受
給
資
格
者
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二

律
第
七
十
三
号
）
第
七
条
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど

十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年

も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
九
号
）
第
六
条
」

法
律
第

号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
受
給
資
格
者
（
同

と
、
第
二
十
九
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
及
び
第
三
十
一
条
第
三
項
中
「

条
第
二
項
に
規
定
す
る
施
設
等
受
給
資
格
者
に
あ
つ
て
は
、
同
項
第
二
号
に
掲

児
童
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
子
ど
も
手
当
」
と
す
る
。

げ
る
里
親
に
限
る
。
）
」
と
、
第
二
十
九
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
及
び

第
三
十
一
条
第
三
項
中
「
児
童
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
子
ど
も
手
当
」
と
す
る

。
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◎

社
会
保
険
労
務
士
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
九
号
）
（
抄
）

（
附
則
第
十
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

一
～
二
十
八

（
略
）

一
～
二
十
八

（
略
）

二
十
九

児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）

二
十
九

児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）

二
十
九
の
二

平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法

二
十
九
の
二

平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
九
号
）

律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
九
号
）

二
十
九
の
三

平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る

（
新
設
）

法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
）

三
十
～
三
十
三

（
略
）

三
十
～
三
十
三

（
略
）
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◎

国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
（
抄
）

（
附
則
第
十
五
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
適

（
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
適

用
さ
れ
る
児
童
手
当
法
の
特
例
）

用
さ
れ
る
児
童
手
当
法
の
特
例
）

４

（
略
）

４

（
略
）

（
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
り

適
用
さ
れ
る
児
童
手
当
法
の
特
例
）

５

平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

（
新
設
）

二
十
三
年
法
律
第

号
）
の
規
定
に
よ
り
子
ど
も
手
当
の
支
給
が
さ
れ
る

交
流
派
遣
職
員
に
関
す
る
第
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
見

出
し
中
「
児
童
手
当
法
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も

手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
児
童
手
当
法
」

と
、
同
条
中
「
児
童
手
当
法
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子

ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
）
第

二
十
条
第
一
項
、
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
手
当
法
」
と
す
る

。
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◎

公
益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
（
抄
）

（
附
則
第
十
六
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
適

（
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
適

用
さ
れ
る
児
童
手
当
法
の
特
例
）

用
さ
れ
る
児
童
手
当
法
の
特
例
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

（
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
り

適
用
さ
れ
る
児
童
手
当
法
の
特
例
）

第
四
条

平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（

（
新
設
）

平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
）
の
規
定
に
よ
り
子
ど
も
手
当
の
支
給
が
さ

れ
る
派
遣
職
員
に
関
す
る
第
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
見
出

し
中
「
児
童
手
当
法
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手

当
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
児
童
手
当
法
」
と

、
同
条
中
「
児
童
手
当
法
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど

も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
）
第
二

十
条
第
一
項
、
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
手
当
法
」
と
す
る
。
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◎

法
科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
そ
の
他
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
号
）
（
抄
）

（
附
則
第
十
七
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
適

（
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
適

用
さ
れ
る
児
童
手
当
法
の
特
例
）

用
さ
れ
る
児
童
手
当
法
の
特
例
）

６

（
略
）

６

（
略
）

（
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
り

適
用
さ
れ
る
児
童
手
当
法
の
特
例
）

７

平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

（
新
設
）

二
十
三
年
法
律
第

号
）
の
規
定
に
よ
り
子
ど
も
手
当
の
支
給
が
さ
れ
る

私
立
大
学
派
遣
検
察
官
等
に
関
す
る
第
十
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
条
の
見
出
し
中
「
児
童
手
当
法
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け

る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
児
童

手
当
法
」
と
、
同
条
中
「
児
童
手
当
法
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
三
年
度
に

お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
）
第
二
十
条
第
一
項
、
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
手
当
法
」

と
す
る
。

（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
附
則
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
が

（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
附
則
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
が

減
ぜ
ら
れ
て
支
給
さ
れ
る
検
察
官
等
に
関
す
る
読
替
え
）

減
ぜ
ら
れ
て
支
給
さ
れ
る
検
察
官
等
に
関
す
る
読
替
え
）

８

（
略
）

７

（
略
）
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◎

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
（
抄
）

（
附
則
第
十
八
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
に
係
る

（
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
係
る
特

特
例
）

例
）

第
五
条

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
に
成
立
す
る
移
行
型
地
方
独
立
行
政
法
人
に

第
五
条

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
に
成
立
す
る
移
行
型
地
方
独
立
行
政
法
人
に

関
す
る
第
六
十
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
見
出
し
中
「
児
童

関
す
る
第
六
十
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
見
出
し
中
「
児
童

手
当
」
と
あ
る
の
は
「
子
ど
も
手
当
」
と
、
同
条
中
「
児
童
手
当
法
（
昭
和
四

手
当
」
と
あ
る
の
は
「
子
ど
も
手
当
」
と
、
同
条
中
「
含
む
。
以
下
こ
の
条
に

十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
七
条
第
一
項
（
同
法
附
則
第
六
条
第
二
項
、
第

お
い
て
同
じ
。
」
と
あ
る
の
は
「
含
む
。
」
と
、
「
受
け
て
い
る
も
の
」
と
あ

七
条
第
五
項
又
は
第
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ

る
の
は
「
受
け
て
い
る
も
の
（
同
法
第
十
条
（
同
法
附
則
第
六
条
第
二
項
、
第

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど

七
条
第
五
項
又
は
第
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
九
号
）
第
六
条
第

定
に
よ
り
児
童
手
当
又
は
同
法
附
則
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
若
し
く

一
項
」
と
、
「
受
け
て
い
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
受
け
て
い
る
も
の
（
同
法

は
第
八
条
第
一
項
の
給
付
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
例
給
付
等
」
と
い
う

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
子
ど
も
手
当
の
額
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
さ
れ
て
い

。
）
の
額
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
さ
れ
て
い
な
い
者
、
同
法
第
十
一
条
（
同

な
い
者
、
同
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
子
ど
も
手
当
の
支
払
を
一
時
差
し
止
め

法
附
則
第
六
条
第
二
項
、
第
七
条
第
五
項
又
は
第
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

ら
れ
て
い
る
者
そ
の
他
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
児
童
手
当
又
は
特
例
給
付
等
の
支
払
を

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
）
附
則
第
四
条
の
厚
生
労
働

一
時
差
し
止
め
ら
れ
て
い
る
者
そ
の
他
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手

大
臣
が
定
め
る
者
を
除
く
。
）
」
と
、
「
児
童
手
当
又
は
同
法
附
則
第
六
条
第

当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
九
号
）
附
則
第
三
条
の

一
項
、
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
条
第
一
項
の
給
付
（
以
下
こ
の
条
に
お

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
を
除
く
。
）
」
と
、
「
児
童
手
当
又
は
同
法
附
則

い
て
「
特
例
給
付
等
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
三
年
度
に
お

第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
条
第
一
項
の
給
付
（
以
下
こ

け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
子
ど
も
手
当
」
と

の
条
に
お
い
て
「
特
例
給
付
等
」
と
い
う
。
）
の
支
給
要
件
」
と
あ
る
の
は
「

、
「
児
童
手
当
又
は
特
例
給
付
等
」
と
あ
る
の
は
「
子
ど
も
手
当
」
と
、
「
第

平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
四
条
に
規

七
条
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
第
一
項
の
」
と
、
「
）
の
認
定
」
と

定
す
る
要
件
」
と
、
「
児
童
手
当
又
は
特
例
給
付
等
」
と
あ
る
の
は
「
子
ど
も
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あ
る
の
は
「
）
に
対
す
る
認
定
の
請
求
」
と
、
「
そ
の
認
定
」
と
あ
る
の
は
「

手
当
」
と
、
「
第
七
条
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
第
一
項
の
」
と
、

そ
の
認
定
の
請
求
」
と
、
「
第
八
条
第
二
項
（
同
法
附
則
第
六
条
第
二
項
、
第

「
）
の
認
定
」
と
あ
る
の
は
「
）
に
対
す
る
認
定
の
請
求
」
と
、
「
そ
の
認
定

七
条
第
五
項
又
は
第
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と

」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
認
定
の
請
求
」
と
、
「
第
八
条
第
二
項
（
同
法
附
則
第

あ
る
の
は
「
第
七
条
第
二
項
」
と
す
る
。

六
条
第
二
項
、
第
七
条
第
五
項
又
は
第
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
条
第
二
項
」
と
す
る
。

２

平
成
二
十
三
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
（
平
成

２

平
成
二
十
二
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
成
立

二
十
三
年
六
月
一
日
を
除
く
。
）
に
成
立
す
る
移
行
型
地
方
独
立
行
政
法
人
に

す
る
移
行
型
地
方
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
第
六
十
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ

関
す
る
第
六
十
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
見
出
し
中
「
児
童

い
て
は
、
同
条
の
見
出
し
中
「
児
童
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
子
ど
も
手
当
」
と

手
当
」
と
あ
る
の
は
「
子
ど
も
手
当
」
と
、
同
条
中
「
児
童
手
当
法
（
昭
和
四

、
同
条
中
「
児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
七
条
第
一

十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
七
条
第
一
項
（
同
法
附
則
第
六
条
第
二
項
、
第

項
（
同
法
附
則
第
六
条
第
二
項
、
第
七
条
第
五
項
又
は
第
八
条
第
四
項
に
お
い

七
条
第
五
項
又
は
第
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど

「
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
）
第
六

十
二
年
法
律
第
十
九
号
）
第
六
条
第
一
項
」
と
、
「
受
け
て
い
る
も
の
」
と
あ

条
第
一
項
」
と
、
「
受
け
て
い
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
受
け
て
い
る
も
の
（

る
の
は
「
受
け
て
い
る
も
の
（
同
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
子
ど
も
手
当
の
額

同
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
子
ど
も
手
当
の
額
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
さ
れ

の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
さ
れ
て
い
な
い
者
、
同
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
子

て
い
な
い
者
、
同
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
子
ど
も
手
当
の
支
払
を
一
時
差
し

ど
も
手
当
の
支
払
を
一
時
差
し
止
め
ら
れ
て
い
る
者
そ
の
他
同
法
附
則
第
三
条

止
め
ら
れ
て
い
る
者
そ
の
他
同
法
附
則
第
四
条
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
を
除
く
。
）
」
と
、
「
児
童
手
当
又
は
同
法
附

を
除
く
。
）
」
と
、
「
児
童
手
当
又
は
同
法
附
則
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第

則
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
条
第
一
項
の
給
付
（
以
下

一
項
若
し
く
は
第
八
条
第
一
項
の
給
付
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
例
給
付

こ
の
条
に
お
い
て
「
特
例
給
付
等
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
り
、
及
び
「
児
童
手

等
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
の
規
定
に
よ
る
子
ど
も
手
当
」
と
、

当
又
は
特
例
給
付
等
」
と
あ
る
の
は
「
子
ど
も
手
当
」
と
、
「
第
七
条
第
一
項

「
児
童
手
当
又
は
特
例
給
付
等
」
と
あ
る
の
は
「
子
ど
も
手
当
」
と
、
「
同
法

の
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
第
一
項
の
」
と
、
「
第
八
条
第
二
項
（
同
法
附
則

第
七
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
、
「
第
八
条
第
二
項
（
同
法
附
則

第
六
条
第
二
項
、
第
七
条
第
五
項
又
は
第
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

第
六
条
第
二
項
、
第
七
条
第
五
項
又
は
第
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
条
第
二
項
」
と
す
る
。

合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
条
第
二
項
」
と
す
る
。
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◎

判
事
補
及
び
検
事
の
弁
護
士
職
務
経
験
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
（
抄
）

（
附
則
第
十
九
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
適

（
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
適

用
さ
れ
る
児
童
手
当
法
の
特
例
）

用
さ
れ
る
児
童
手
当
法
の
特
例
）

６

（
略
）

６

（
略
）

（
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
り

適
用
さ
れ
る
児
童
手
当
法
の
特
例
）

７

平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

（
新
設
）

二
十
三
年
法
律
第

号
）
の
規
定
に
よ
り
子
ど
も
手
当
の
支
給
が
さ
れ
る

弁
護
士
職
務
従
事
職
員
に
関
す
る
第
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条

の
見
出
し
中
「
児
童
手
当
法
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子

ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
児
童
手
当

法
」
と
、
同
条
中
「
児
童
手
当
法
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け

る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号

）
第
二
十
条
第
一
項
、
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
手
当
法
」
と

す
る
。
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◎

日
本
年
金
機
構
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
九
号
）
（
抄
）

（
附
則
第
二
十
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
適

（
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
適

用
さ
れ
る
児
童
手
当
法
の
特
例
）

用
さ
れ
る
児
童
手
当
法
の
特
例
）

第
七
十
五
条

（
略
）

第
七
十
五
条

（
略
）

（
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
り

適
用
さ
れ
る
児
童
手
当
法
の
特
例
）

第
七
十
六
条

機
構
が
、
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に

（
新
設
）

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
。
以
下
「
平
成
二
十
三
年
度

子
ど
も
手
当
支
給
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
児
童
手
当
法
第
二
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
権

限
に
係
る
事
務
並
び
に
平
成
二
十
三
年
度
子
ど
も
手
当
支
給
法
第
二
十
条
第
一

項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
児
童
手
当
法
第
二
十
二

条
第
八
項
に
規
定
す
る
事
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第
二
十
三
条
第
三
項
、
第

二
十
六
条
第
二
項
、
第
二
十
七
条
第
二
項
及
び
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
第
三
項
中
「
児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年

法
律
第
七
十
三
号
）
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第

七
十
三
号
）
（
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
。
以
下
「
平
成
二
十
三
年
度
子
ど
も

手
当
支
給
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
第
二
十
六
条
第
二
項
中
「
児
童
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手
当
法
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
手
当
法
（
平
成
二
十
三
年
度
子
ど
も
手
当
支
給

法
第
二
十
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
」
と
、
第
二
十
七
条
第
二
項
第
一
号
中
「
児
童
手
当
法
」
と
あ
る

の
は
「
児
童
手
当
法
第
二
十
二
条
第
三
項
並
び
に
平
成
二
十
三
年
度
子
ど
も
手

当
支
給
法
第
二
十
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ

る
児
童
手
当
法
」
と
、
「
及
び
同
条
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
児
童
手

当
法
第
二
十
二
条
第
八
項
並
び
に
平
成
二
十
三
年
度
子
ど
も
手
当
支
給
法
第
二

十
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
児
童
手
当
法

第
二
十
二
条
第
八
項
」
と
、
第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
児
童
手
当
法
」
と
あ
る

の
は
「
児
童
手
当
法
（
平
成
二
十
三
年
度
子
ど
も
手
当
支
給
法
第
二
十
条
第
一

項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と

す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
七
十
七
条

（
略
）

第
七
十
六
条

（
略
）


